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1合併の必要性と効雫

(1)合併の必要性

○ 歴史的経緯

新発田市､紫雲寺町､加治川村の周辺はかつて平安末期には加地荘と呼ばれ

る荘園で､農業地帯として豊かな水と緑に囲まれて発展してきました｡

江戸時代に入ると新発肝市の地域は､政治､経済､文化の中心として基礎を

築き､近隣の人たちの盛んな交流の巾で独自の文化を育み､県北地方の中核都

市として繁栄してきました｡

一方､江戸時代中期､享保13年(1728年)から享保20年(1735年)に行わ

れた紫雲寺潟(旧塩津潟)の干拓事業により42カ村が形成され､今の紫雲寺町､

加治川村の村落形成の原型が始まっています｡

紫雲寺町は､干拓事業により新しく形成された農地での農業と､日本海の荒

海と聞いながら営々と取り組んできた漁業により発展してきた地域の二つの歴

史的背景を有しています｡また､加治川村は､干拓事業により開発造成された

新田により米作物を基幹とした農村として発展してきました｡

新発田市は､新潟県市町村合併促進要綱が発表された後では県内で初めての

合併を平成15年7月に豊浦町と行い､9万6百人の人口を有する都市となり､

紫雲寺町､加治川村はそれぞれ昭和30年に｢昭和の大合併｣により現在の姿と

なっています｡

このような状況の中で､これからの自治体には､生活圏の広域化や高齢化社

会の進展による行政需要の増大､地方分権の進展などに伴う簡素で効率的な行

政運営の確立や､より半休的な行財政運営の推進の必要性など多くの課題が生

じてきます｡特に､生活者である住民からは､より質の高いきめ細かな行政サ

ービスの提供や生活圏に合致した広域的な行政サービスの展開が求められます｡

これらの要求される課題を実現するためには､3市町村が一体となり計画的

な行政運営並びにそのための推進体制及び基盤づくりが急がれます｡

このような背景のもと､平成14年2月に3市町村の議員協議会が設立され､

合併を含めてこの地域のあり方について研究がされてきました｡その後設置さ

れた新発田市･紫雲寺町･加治川村合併推進協議会において､将来この地域が

発展し住民福祉の向上が図られる上で､合併は有効な手段であると､合併の必

要性が指摘されています｡



○ 生活圏の一体化と住民二｢ズの高度化

ア 生活圏の一体化

新発田市､紫雲寺町､加治川村は､車社会の進展に伴う国道7号､主要地方

道新発田紫雲寺線などの交通網の発達や市街地の開発､あるいは商圏の発達に

より､既存の行政区域を越えて､通勤･通学､日用品の買物､医療機関への通

院などにおける生活圏が一体化しています｡また､行政活動においても､新発

田地域広域行政圏を構成する自治体として､消防事業､ごみ処理事業､高齢福

祉事業などを連携して実施してきました｡

また､新市のシンボル的河川として位置付けられる加治川について､かつて

日本¶一とうたわれた桜堤の復元に取り組むなど､3市町村の住民の共通の憩い

の場となっているほか､櫛形山脈に源を発し､加治川村をとおって日本海に注

ぐ落堀川も､両町村に密着した河川となっています｡

イ 住民ニーズの高度化

住民の価値観の多様化､技術革新の進展などに伴い､住民が求めるサービス

も多様化し､高度化しています｡これに対応するため､専門的･高度な能力を

有する職員の育成･確保が求められています｡

今後のまちづくりを考えるにあたっては､広域化する生活圏に対して隣接住

民同士のつながりや個性に配慮しながら地域ごとの機能分担や地域内の連携を

図るといった広域的な視点が求められます｡

このような地域の共通した事情から､生活者である住民への行政サービスの

提供には､広域的な視野に立ったより効率的で計画的な行政運営の実現が求め

られています｡

このように3市町村の住民の生活基盤が多くの点で共通しているなかで､住

民ニーズが高度化･多様化してきていることから､新発田市､紫雲寺町､加治

川村が合併することにより､一体的･計画的に行政を推進し､広域的かつ効率

的なまちづくりを進めるとともに､福祉･衛生､生活環境など住民に身近な行

政サービス分野の充実を図っていく必要があります｡

◎ 少子高齢化の進展

急激な高齢化と少子化の傾向は､当地域においても例外でなく､少子高齢化

による人口の減少に伴い､地域活力の衰退や3市町村の財政基盤の悪化が懸念

されており､特に高齢化の急激な進展に伴い､保健､医療､福祉などの行政需

要が増大するものと予想されています｡一方では､高齢者が丈夫で元気にいつまで
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も､いきいきと暮らすことのできる社会づくりが求められています｡

また､少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少は､地域経済にも活動を低下さ

せる要因となります｡こうした減少に対応するためには､転入者や買物客が増

加する魅力あるまちづくりが一層重要となり､独自の施策を展開することが必

要となります｡

利便性が高く快適で住みやすく､子育てがしやすいまちづくりの実現や今ま

で以上に高度できめ細かな行政サービスを提供するには､3市町村の合併によ

るスケールメリットを活かした独自の事業を強力に実施できるように行財政基

盤を強化することが必要です｡

○ 複雑な行政区域界の解消

JR加治駅周辺において､新発田市とカロ治川村の行政区域界が複雑に入り組

んでいます｡また､加治川村と紫雲寺町の境でも一つの集落が行政区域で分け

られているところもあります｡

それぞれの複雑な行政区域界によってもたらされる課題を解消し､住民の日

常的な生活領域に行政区域を近づけ､利便性の高い､住民が生活しやすいまち

を実現するには､3市町村が合併して地域が一体となる必要があります｡また

3市町村の合併により複雑な行政区域境が解消されれば､現在よりも効率的な

公共施設の配置が可能となります｡
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◎ 自治能力の向上(地方分権)

地方分権の推進は､地方公共団体の自主性及び自立性を高め個性豊かで活力

に満ちた地域社会の実現を図るため､国と地方公共団体の役割分担を明確にし､

住民に身近な地方公共団体において処理することを基本として行われます｡行

政能力の違いが地域の行政サービスの差や地域活力などに影響することが予想

されることから､自治体の自己責任能力が一層強く求められることとなります｡

これからは主体的に行政運営に取り組み､自治体自らが創意工夫してまちづく

りを進めるため､特に職員の法務能力と政策立案能力が重要となってきます｡

権限委譲が進むことで事務量が増加し､新しい分野での事務の発生､より専門

的な判断を求められる機会が増加することも考えられます｡

このような変化に対応するためには､合併によって地方分権に対応する適切

な体制づくりを進め､権限委譲に対する要員の確保､専門的人材の育成を図り､

組織を整える必要があります｡また､今後地方交付税の減額や景気の低迷によ

り､税収が落ち込む中で､一段と厳しい財政状況が予想されることから､合併

によるスケールメリットを追求する必要もあります｡

新市においては､地方分権の進展や厳しい財政状況に備えて､よりさまざま

な行政需要に対応していけるよう､確固たる行政基盤の強化が求められること

となります｡住民に最も身近な自治体がより主体的･自立的な行政運営が可能

となるように､行財政基盤を強化し､個性的で魅力あるまちづくりが展開され

るよう準備することが必要であり､合併はそのための一つの有効な手段であり

ます｡

(2)合併による効果

○ 県北地方の中核都市の形成

3市町村が合併することにより､県北地方では初めて10万人の都市が誕生し

ます｡

当地域は､近年､道路交通網の発達に伴い､日本海東北自動車道との直結な

どにより､利便性の向上と地域の活性化が図られています｡

また､より質の高い住民生活の実現をめざしていくため､地域の豊かな自然

を継承しながら､生活環境の充実や都市基盤の整備が進められ､地域の拠点的

な役割を担う都市の一つとして発展が見込まれています｡

このため､3市町村が合併することによる県北地方の中核都市としての役割

が期待されています｡
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○ 広域的なまちづくり

3市町村の合併により､市町村の行政区域界があることによる不便が解消で

き､山から海までの広域的な視点に立った合理的な土地利用､生活環境整備等

の一体的､効率的整備や各施設の利用も可能となり､総合力が高まり利便性の

高いまちづくりを進めることができます｡

具体的には､少子化が急激に進む中､従来の行政区域界に捕らわれない生活

の実態に即した学校区が設置できます｡また､駅周辺及び基幹道路にアクセス

する道路､公園､公共下水道など住民に直結した生活基盤の整備が計画的かつ

効果的に実施できます｡防災対策においては､有機的かつ地域一体的な対応が

可能となります｡

さらには､加治川､落堀川の2本の河川の流域に広がる優良な農用地を活か

した安全で安定した食料供給地としての役割が期待されるはか､河川の上･下

流一体となった環境保全への取り組みも可能となります｡

また､3市町村が持っている豊かな自然､文化､歴史と産業などの地域資源

との有機的な結びつきによる広域的な観光整備や交流事業が可能となります｡

◎ 市としてのイメージアップ

3市町村の合併により､土地利用を一体的な計画の中で進めることが可能と

なります｡鉄道､道路等の土地利用上の骨格が形成されることにより都市機能

が充実され､新市全体のイメージアップにつながり､人や産業の集積や交流が

盛んになり､経済の発展が期待されるとともに､さらにお互いに特徴と特色を

出し合い､まちづくりの能力を高めることで都市間競争でも強い力を持つこと

ができます｡都市機能と景観が充実した都市､イメージの高い都市には企業の

進出､若者の定着が期待されます｡

○ 行政サービスの充実

3市町村の合併により､管理部門(総務､企画､議会事務局等)職員の効率

化を図るとともに､職員を直接的な住民サービス部門(福祉部門､都市計画等)

へ振り向け､専門職化により高度なサービスの提供を行うと同時に､それぞれ

の市町村が持つ独自のノウハウが結集され､多様な個性ある行政施策の展開が

可能となります｡
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2 計画策定の方針

(1)計画の趣旨

新市建設計画は､紫雲寺町第2次総合計画､加治川村第5次総合計画を継承

するとともに､新発田市まちづくり総合計画､新発田市･豊浦町合併まちづく

り計画を踏まえて､｢市町村の合併の特例に関する法律｣第5条に基づく法定計

画として作成するものです｡

新発田市､紫雲寺町､加治川村の合併後の新市の建設を､総合的かつ効果的

に推進していくための基本方針を定め､これに基づく建設計画を策定し､その

実現を図ることによって新市の速やかな一体化を促進し､3市町村が力を合わ

せ魅力ある地域づくりと地域の発展､住民福祉の向上を図るものです｡

なお､新市の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的内容については､

新市において作成する基本構想､基本計画､実施計画に委ねるものとします｡

(2)計画の構成

本計画は､新市を建設していくための基本方針､その基本方針を実現するための

施策､公共施設の統合整備及び財政計画で構成します｡

(3)計画の期間

建設の基本方針は､将束を見据えた長期的視野に立ったものであり､建設計画､

公共施設の統合整備は､平成17年度から平成27年度までの11か年計画とします｡

財政計画は､計画的な財政運営を図る指針として平成17年度から平成32年度ま

での16年間とします｡なお､事業の実施にあたっては､財政状況との整合を考慮し

ながら進捗管理を行います｡
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1位置と地勢

新市は､概ね東経139度16分から139度37分､北緯37度49分から38度03分に

あり､新潟県北部に位置し､県庁所在地である新潟市から北東に約30knlの距離

にあります｡

新市に隣接する市町村は､北側に黒川村､中条町､南側に鹿瀬町､三川村､

阿賀野市､西側に聖寵町､豊栄市､東側は飯豊連峰の山岳部をもって山形県小

国町と接しています｡

新市の北西側は日本海を臨み海岸が広がっており､また南東側の山岳地帯に

は自然景観に恵まれた磐梯朝日国立公園､胎内二王子県立自然公園があります｡

加治川を水源とする豊かな水田が開けた県内有数の穀倉地帯であり､山から海

までの豊かで多彩な自然資源､産業資源､歴史文化資源に点まれた環境にあり

ます｡

2 気 候

気候は､四季の変化がはっきりしており,日本海側の気候特性が顕著で､冬

期問は西または北西の季節風が強く､低温で日照時間も少なく､12月から3月

まで降雪があります｡

平成7年から11年までの5年間で見ると､年平均気温は13.9℃で､月平均気温

は最高が8月の26.4℃､最低が1月の2.10cとなっており､過去の最高気温は平

成11年8月に38.40c､最低気温は平成7年3月に-12.4℃を記録しています｡

降水量は､年平均1,782.2mnlで､冬期間と梅雨時期が多くなっています｡
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3 面 積

総面積は､532.82血雪(新発田地域469.54kⅢi､紫雲寺地域26.70kⅢ盲､加治川地

域36.58k[i)となっています｡

地目別面積構成比

□宅地 ■田畑 団山林 ■原野 □雑種地 配その他

(平成13年 固定資産税概要調書 その他は､河川､道路､非登記国有地等)

4 人口と世帯数

平成12年の国勢調査による3市町村の総人口は106,016人(新発田地域

90,604人､紫雲寺地域7,970人､加治川地域7,442人)で､昭和55年の人口

102,134人に比べ､約1.03倍の伸びを示しています｡平成7年から平成12年ま

での5年間では547人減少しましたが､昭和55年から平成12年までの20年間に

3,800人余り増加しています｡

世帯数は､平成12年が31,925世帯で､昭和55年の25,608世帯に比べ約1.25倍の

伸びを示しています｡

1世帯当たりの人員は､平成12年は3.3人で､平成7年の3.5人､平成2年の

3.8人と比較して核家族化の進行がうかがえます｡
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人口と世帯の推移
(人)(世帯)
120,000

100,000

80.000

60,000

40,000

20,000

(人/世帯)

S55 S60 H2 H7 H12

□総人口 園世帯数
-･･▲-1世帯当たりの人員

(国勢調査)

年齢階層別人口は､平成12年は年少人口が15.3%､生産年齢人口が63.2%､

老年人口が21.5%となっており､平成7年と比較すると年少人口及び生産年齢

人口の減少と老年人口の増加傾向がうかがえます｡

年齢区分別人口の推移

0 20 40 60 80 100%

口年少人口(0～14歳)□生産年齢人口(15～64歳)忍者年人口(65歳～)

(国勢調査)
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就業者人口は､平成12年は第1次産業就業者が8.7%で､第2次産業就業者が

34･5%､第3次産業就業者が56.8%となっており､第1次産業就業者が減少し､

代わって第2次･第3次産業就業者の増加傾向がうかがえます｡

産業別就業人口の推移

20 40 60

□第一次産業 □第二次産業 団第≡次産業

10

(国勢調査)
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1郡市の基本方針

新発田市､紫雲寺町､加治川村が合併して生まれる新しい新発田市は､県北

地方の中核都市として中心､的な役割を担い､市民に大きな負担を強いることな

く､10万人以上の都市規模と【L】から海までの自然体系､生態系の中で､豊かな

市民生活の実現と地域の均衡ある発展のため､次の3つを新市の基本方針に掲

げ､合併後のまち都市づくりをめざします｡

(1)県北の拠点都市としての魅力ある都市づくりをめざす

合併の実現により､県北の拠点都市となる新市に必要な､自立性の強化や広

域的役割の強化など､拠点都市としてふさわしい魅力あるまちづくりをめざす

とともに､隣接市町村との広域連携に配慮したまちづくりをめざします｡

(2)山から海までの地域の個性を生かした都市づくりをめざす

山から悔までの豊かで多彩な自然資源､産業資源､歴史文化資源など､各市

町村の個性を活かしつつ､それらの適正な連携と役割の発揮により､地域全体

の魅力を最大限に発揮できるようなまちづくりをめざします｡

(3)住民参画による活力ある都市づくりをめざす

今後のまちづくりにおいては､これまで以上に､まちの主役である住民自ら

が豊かさを実感できるようなまちづくりを推進するには､住民活動が活発に行

われるような生き生きとした環境づくりが重要です｡

このため､住民参加のまちづくりを重視した取り組みをめざすとともに､交

流､イベントなどのソフト面にも配慮したまちづくりをめざします｡

2 都市づくりの方向性

(1)山から海までの豊かな自然環境を守る都市づくり

新市は､磐梯朝日国立公園､胎内二王子県立公園､櫛形山脈､加治川､藤塚

浜海岸､田園風景など山から海まで恵まれた自然や景観を有しています｡

11



この豊かな自然環境を市民共通の心のよりどころとし､保護保全をはかると

ともに､省資源･省エネルギーや身近な環境美化の意識啓発を推進し､環境に

配慮した資源循環型社会の形成をめざします｡

また､自然と快適な生活環境との共生をはかり､住民が住みやすさを実感で

きる調和のとれたまちづくりをめざします｡

(2)安全で快適な暮らしを支える都市づくり

新市は､県北地方で初めて10万人を超える都市となるため､より一層県北の

中核都市として魅力あるまちづくりを推進します｡

具体的には､新市の一体的な結びつきの強化と広域交通の利便性の向上を図

るため､広域的･総合的な道路網の改良整備､下水道事業や都市公園整備等の

居住環境の整備､今後ますます進展する高度情幸田ヒに対応するため地域情幸酎ヒ

施策を進め住民生活や産業活動のニーズに対応した情報ネットワーク基盤の整

備などを行います｡

また､防災対策を強化し､災害に強いまちづくりを推進します｡

(3)多様な地域資源を活かした活力ある都市づくり

新市には､肥沃な水田が広がり､稲作を中心とした多様な農業が展開されて

います｡現代の消費者の｢食｣をめぐる安全性や品質管理に対する高い関心に応

えるため､安全な食料を提供する｢食料供給地｣として農業の振興を一層推進す

るとともに､｢農｣と｢食｣を起爆剤とした地域産業の活性化を図ります｡

また､新市には新発田城､酒蔵､藤塚浜海水浴場､紫雲寺公園や加治川など

の史跡､施設が数多く存在し､月岡温泉などの宿泊施設も充実していることか

ら一体的な観光ルートの構築と諸産業との連携を弓針ヒします｡

(4)歴史･文化の保存･継承と豊かなこころを育ぢ都市づくり

新発田城を起点とする旧会津街道沿いの新発田城表門､旧ニノ丸隅櫓､旧新

発田藩足軽長屋や､新市内各所に点在する多くの歴史的遺産･地域文化財を整

備･保存するとともに､各史跡を点から緑､緩から面に広げるネットワークの

強化･整備を図ります｡

また､児童･生徒に心安らぐ魅力的な教育環境を提供するため､施設･設備

の整備を年次的に実施するとともに､合併を契機に学校区の見直しを含めて検

討し､児竜･生徒の利便性の向上を図ります｡
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(5)人々が安心して暮らせる市民福祉の都市づくり

新市の人口は､近い将来には減少に転じ､しかも少子高齢化の進行に伴い年

少人口及び生産人口が減少する一方で､高齢者人口の増加が予想されます｡

このような情勢の中で､保健･医療･福祉を一体的に捉え､誰もが健康でい

きいきと暮らせるまちづくりを推進します｡なお､平成19年に開院する県立新

発田病院への通院､救急搬入の利便性を確保するための道路整備等を推進しま

す｡

また､市民の生命･財産を守り､安心して快適な生活を送るため､防犯や交

通安全､そして防災･医療体制の充実を推進します｡

(6)共割と連携を深める都市づくり

今後ますます多様化･高度化する住民ニーズに対応し､住民が豊かさを実感

できる住みよいまちづくりを行うため､住民が主役として行政活動に参画でき

るように情報公開や説明責任などの行財政システムを構築し､住民と行政の｢共

創のまちづくり｣を推進します｡

また､地域の個性が発揮され､全ての住民がはつらつと活躍できるまちづく

りを推進するため､地域に根ざした住民の自主的なコミュニティ活動や住民交

流活動を促進します｡一方で､県北の中核都市として､自主性や広域的な役割

を強化し､周辺市町村との連携に配慮したまちづくりをめざします｡
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3 紫雲寺地域及び加治川地域の役割

(1)紫雲寺地域の役割

紫雲寺地域は､新市の北西部に位置し､かつて紫雲寺潟の干拓に命をかけ､

また日本海の荒波と戦ってきた旺盛な開拓者精神によって守り育てた､農業と

漁業を産業の主体としてきました｡

今後も干拓地に広がる優良農地や､日本海あるいは河川を活かした農･水産

業の一層の発展が見込まれるとともに､日本海の美しい夕日と四季折々の自然

あふれる､恵まれた環境を活かしたレクリエーション地帯としての発展も期待

されます｡

したがって､紫雲寺地域の役割は､自然や風土と密接に関連して発展してき

た食料供給地としての機能や､海洋性レクリエーション基地を中核とした観

光･リフレッシュ機能を活かしたまちづくりが期待されています｡

(2)加治川地域の役割

加治川地域は､新市の北部に位置し､紫雲寺地域と同様に紫雲寺潟の干拓に

よってできた平場の田園地帯として発展してきた農業を産業の主体としてきま

した｡一方では､櫛形山脈の大峰山や加治川の桜に代表される豊かな自然環境

に恵まれた地域でもあります｡

これからも､豊かな農業地帯として米作物を基幹とした食料供給地としての

役割が期待されています｡

また､櫛形山脈をはじめとする美しい自然環境を活用し､気軽に自然とのふ

れあいを楽しめる地域としての役割も期待されています｡

4 地域別の整備方針

地域別の土地利用は､地域の社会的､経済的､自然条件､特性等の条件に配

慮しながら､生活環境の確保と均衡ある発展を図ることを基本とします｡

(1)加治川以西地区｢自然を大切に､思いやりのある緑豊かな田園集落地区｣

加治川以西地区は､主要地方道新潟新発田村上線と県道次第浜新発田線が交

差する地域で､その沿線には集落が形成されているとともに､周辺は水田や畑

地など農地と公園や松林が広がっています｡

したがって､加治川以西地区を｢自然を大切に､思いやりのある緑豊かな田

園集落地区｣と位置付け､花や緑豊かな松林そして加治川の白然環境を大切にし､
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利便性を高め､住む人々が生き生きと暮らせる住みよい田園居住の地区の形成を

めざします｡

(2)紫雲寺地区｢紫雲寺地域の中心地区として施設の集積により利便性

の向上とゆとりと豊かさが実感できる地区｣

紫雲寺地区は､主要地方道新潟新発田村上線と主要地方道新発田紫雲寺線が

交差する交通の要所で､その周辺には紫雲寺中学校や中央公民館などの公共施

設が集積するとともに､新潟新発田村上綬沿線には主に住居と商店が､新発田

紫雲寺線沿線には主に業務系企業が立地し､紫雲寺地域の[トL､部としての役割

を担っています｡また､この地区の北側は畑と松林が､南側は水田が広がって

います｡

これらから､紫雲寺地区の将来像を｢紫雲寺地域の中心地区として施設の集

積により利便性の向上とゆとりと豊かさが実感できる地区｣と位置付け､住居

地､業務地そして松林や農地の自然環境が調和した､景観豊かな中心地区とし

ての発展をめざします｡

(3)藤塚浜地区｢川と海､松林と公園に固まれた快適な居住環境地区｣

新市において､唯一､海に接する地区であり､落堀川河l｣左岸側に新たに整

備中の松塚漁港は､平成18年の一部供用開始を目指しており､また平成14年に

建設された風力発電施設は､地域のシンボルともなっています｡

海岸線沿いに国道113号､南北方向に主要地方道新発田紫雲寺線が通り､地区

の中央部が市街化区域に指定され､それを取り囲むように海岸線及び西側に広

域公園県立紫雲寺記念公園が､東側にゴルフ場や松林があります｡

よって､藤塚浜地区の将来像を｢川と海､松林と公園に囲まれた快適な居住

環境地区｣と位置付け､このような恵まれた自然環境を保全､活用した快適で

安全な居住環境を創出し､また海洋性レクリエーション基地を｢いやし､いや

されるふるさと｣の拠点としての整備をめざします｡

(4)大島地区｢のどかで豊かな住みよい農村地区｣

大島地区は､地区の北西を主要地方道新発田紫雲寺緑が通過し､地区を南北

に分けるように日本海東北自動車道が整備されています｡また､地区のほとん

どが水田として利用され､北側には苦からの集落が形成されています｡

このことから､大島地区の将来像を｢のどかで住みよい農村地区｣と位置付

け､生活基盤としての農地を積極的に保全し､隣接する中川地区の土地利用と

整合性を図り､ゆとりある集落地の維持を図ります｡
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(5)加治川地区｢豊かな農地と住民サ1ビス機能が集積する地区｣

加治川地区は､国道7号付近に加治川中学校や社会教育施設などの住民サービ

ス機能が集積しており､今後も加治川地域の中心地域としての役割が期待され

ています｡また､豊かな水田地域を有しており､食料供給地としての発展も期

待されています｡

このことから､加治川地区の将来像を｢豊かな農地と住民サービス機能が集

積する地区｣と位置付け､農地を積極的に保全しながら住民サービス機能の充

実を図ります｡

また､JR加治駅を中心とする住宅地域などを共有する加治地区との土地利

用の整合性を図りながら､居住地としての機能の維持を図ります｡

(6)中川地区｢自然環境豊かなうるおいのある農村地区｣

中川地区は､地区のほぼ中心部を主要地方道新発田紫雲寺線が通過し､新発

田市の中心部と紫雲寺地域を結ぶ路線となっているほか､地区内には日本海東

北自動車道の高速バスストップが整備されており､近隣の地域を結ぶ重要なポ

イントとなっています｡

また､地区のほとんどが水田地帯であり､苦からの集落が形成されているこ

とから､加治川の堤に代表される豊かな自然環境を活かした､うるおいのある

農村地区としての役割が期待されています｡

このことから､中川地区の将束像を｢自然環境豊かなうるおいのある農村地

区｣と位置付け､優良な農地と自然を積極的に保全しながら住みよい集落地の

維持を図ります｡

(7)金塚地区r歴史と豊かな自然が調和したゆとりある居住地区｣

金塚地区は､貝屋･貝塚集落や青田遺跡などの縄文時代の遺跡や､中世の山

城である金山城館遺跡などの歴史的遺産と､天然記念物である大崎l_11の桜樹林

などの自然環境を有し､これらの観光資源を活かした発展が期待されています｡

また､櫛形山脈に源を発する清流に恵まれた豊かな農村地域と､JR金塚駅

を中心として住宅地が形成されており､日本海東北自動車道への交通アクセス

を活かした､ゆとりある居住地域としての発展が期待されています｡

このことから､金塚地区の将来像を｢歴史と豊かな自然が調和したゆとりあ

る居住地区｣と佗置付け､豊かな自然の中で住む人が住みやすさを実感できる

地区としての発展をめざします｡
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1山から海までの豊かな自然環境を守る都市づくり

(1)基本方針

緑豊かな自然環境を保全し､水や緑を大切にしながら､快適に暮らすことが

できる空間を創造し､暮らしと環境との調和や自然とのふれあいをとおして､

こころ癒されるまちづくりを推進します｡

また､この山から海までの恵まれた自然環境を､責任をもって後世に引き継

いでいく必要があることから､歴史的景観や美しい自然景観と調和のとれたま

ちづくりを進めるとともに､安らぎと潤いのある住みよい環境づくりに努めま

す｡

(2)施策の方針

○ 自然環境の保全と景観整備

緑と自然景観の維持･保存に努め､緑豊かな地域環境の形成を推進するとと

もに､美しい景観形成に対する住民の意識の高揚と醸成を図る必要があります｡

そのために､森林の公益的機能の維持を図り､森林資源を保全するための病

害虫等防除事業を推進するとともに､資源循環型社会システムの構築を図り､

環境にやさしいまちづくりを推進します｡

○ 山から海までの自然環境との共生

山と海との結びつきを深め､潤いと安らぎに満ちた住みよい生活空間の整備

を促進するため､地域の誇りでありシンボルとしても親しまれている加治川桜

堤に､遊歩道､自転車道､観桜公園などを整備します｡

一方､海洋スポーツやレクリエーション活動を楽しむ住民が年々増加し､ニ

ーズも多様化･高度化していることから､海洋性レクリエーション基地の基幹

的施設として､フィッシャリーナを整備します｡

また､派川加治川や阿房堀についても､水に親しむせせらぎ水路､四季折々

の花が楽しめる憩いの場を整備し､住民の交流や健康の維持･増進を図ります｡

この山から海までの恵まれた自然環境を将来にわたり保全するため､省資源､

省エネルギーなどを進め､環境に調和した都市をめざします｡
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(3)具体的施策

施 策 名 事･業 の 概 要

山から海までの豊かな

自然環境を守る都市づ

くり

･森林病害虫等防除事業 保全松林健全化整備事業(松くい虫

防除事業)

･漁港利用調整事業(フィッシャリーナ整備事業)

｢県事業｣

･県営地域用水環境整備事業(加治川2期地区)(阿房掘地区)

･長堤十里加治川の桜みち整備事業

2 安全で快適な暮らしを支える都市プくり

(1)基本方針

都市基盤の整備は､都市の発展や住民生活の向上の基礎となるものであり､

産業､経済などの分野で大きな役割を果たします｡このことから土地利用計画

と整合した総合的な交通体系の確立と機能的で秩序ある交通網の整備に努める

とともに､上下水道や公園等の居住環境の整備､地域情報ネッ･トワークの整備

など､都市機能の充実した一体的な都市づくりを進め､住民の快適な暮らしを

サポートします｡

また､防災対策の強化を図るなど､災害に強いまちづくりを推進し､住民の

安全な暮らしを守ります｡

(2)施策の方針

○ 生活利便性の向上を図る交通網の整備

新市の連携強化や一体性を確保するため､新市の地域間を相互に結び､高速

道路や国道などへの利便性を高める道路や新市の山から海までを一体的に結ぶ

道路など､新市の発展に大きな役割を果たす幹線道路の整備を図ります｡

紫雲寺地域､加治川地域を南北に縦貫し､市街地ヘアクセスする主要幹繰道

路を整備することで､新市の速やかな一体化を図るとともに､都市機能を一一層

充実させます｡

移転改築が進められている県立新発田病院への利便性の向上と災害､緊急時

の通行を確保するため､新病院ヘアクセスする幹線道路を整備し､住民の安全

な暮らしを守ります｡

また､住民に最も身近な生活道路については､交通量､公共施設の配置､防

災機能､交通安全対策などに配慮し､計画的に改良･･舗装を推進します｡
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○ 快適な生活空間の整備

良質な水道水の安定供給や汚水の適正処理のため､上水道整備や下水道整備､

農業集落排水整備を進めます｡また公園整備など住民に身近なインフラ整備を

一層進め､住民の快適な生活環境の充実を図ります｡

◎ 災害に備えた体制整備の強化

地震や火災､水害などから住民の生命･財産を守り､住民が安心して暮らせ

るよう､新市が一体となった災害予防の施策を推進し､地域消防力の強化や河

川･排水路等の整備を進めます｡

○ 地域情幸馴ヒの充実

高度情孝則ヒに伴う住民生活や産業活動のニーズに対応し､情報通信ネットワ

ークの構築を図るなど､都市機能の一層の充実を促進します｡

(3)具体的施策

施 策 名

安全で快適な暮らしを

支える都市づくり

事 業 の 概 要

･街路事業 西新発田五十公野線(緑町工区)(富塚工区)

･道路事業 西新発田五十公野線(東豊工区)

･街路事業 島潟荒町繰(束新工区)

･市道改良事業

･上水道整備事業

･公共下水道事業(紫雲寺地区)(加治川以西地区)(加治jt!地

区)

･農業集落排水整備事業(住田地区)

･消防防災施設整備事業

･情報化推進事業

(3｢多様な地域資源を活かした活力ある都市づくり｣の再掲)

･農村振興総合整備事業

｢県事業｣

･街路事業 本町中田町線(新井田工区)(大手町工区)

･歩道整備事業(主要地方道新発田紫雲寺線)

･道路整備事業(主要地方道新潟新発田村上緑)

･道路整備事業(県道次第浜新発凹線)

･道路整備事業(県道紫雲寺菅谷線)

･広域営農団地農道整備事業(ド越中部2期地区)

･県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(苔実･北成

田地区)

21



事 業 の 概 要

安全で快適な暮らしを

支える都市づくり

･県営一般農道整備事業(大中島地区)

･県営一般農道整備事業(見透川地区)

･県単ふるさと農道緊急整備事業(長者舘地区)

･紫雲寺記念公園整備事業

･見透川河川改修事業

･貝星川(金山川)河川改修事業

･金山川河川改修事業

･県営湛水防除事業(落堀川地区)

3 多様な坤域琴帝考活凱レた洒力卒尋都市づくり

(1)基本方針

新市に広がる肥沃で豊かな優良農地を保全するとともに､農業生産基盤や農

村地域の環境整備に努め､安心で安全な食料の供給を図るなど､食料供給地と

して地域特性を活かした農業の振興をめざします｡

また､新市に数多く存在する歴史的文化遺産や藤塚浜､大峰Ll｣､加治川､月

岡温泉､新発田城といった豊かな観光資源を有機的に結びつけ､高速道路や幹

線道路の結節点としての位置を最大限活用しながら､活力に満ちたまちづくり

をめざします｡

(2)施策の方針

○ 食料供給地としての基盤整備と農業の強化

生産性の高い農業を確立し､地域の活性化を図るため､ほ場整備事業を推進

し､将来の農業生産を担う経営体を中心に農地の集積や集団化を進め､効率的

な農業経営を図るとともに､優良農地の確保に努めます｡

また､より生産性の高い水産業の振興を図るため､漁港の整備を継続的に進

め､新市の漁業経営の安定化を推進します｡

農産物の生産地及び市場との流通の利便性の向上や営農の合理化を図るため､

基幹農道を整備し､農村地域の活性化と都市との交流を促進します｡

○ 地域資源を活用した観光の振興

城下町に残る新発田城､清水園､足軽長屋などの史跡や藤塚浜海水浴場､紫雲寺

公園など海の観光拠点､大峰山など山の観光拠点､そして宿泊施設の充実した月岡

温泉など､新市のこれら多くの観光資源を有機的に結びつけ一体的な観光の振興を

図ります｡
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また､日本海東北自動車道､国道7号など幹線道路網が充実した交通の結

節点としての新市の位置を最大限活用し､観光と農業など諸産業とのバラン

スのとれた産業構造を相互に利活用しながら､活力のあるまちづくりをめざ

します｡

(3)具体的施策

施 策 名

多様な地域資源を活か

した活力ある都市づく

り

事 業 の 概 要

･地域水産物供給基盤整備事業(特定)

･農村振興総合整備事業

･観光案内板設置事業

｢県事業｣

･経営体育成基盤整備事業(坂井川右岸地区)(紫雲寺地区)

(紫雲寺2期地区)(浅潟清潟地区)(復興地区)(中川地区)

(加治川地区)(金塚地区)

･かんがい排水事業(胎内川沿岸地区)

(2｢安全で快適な暮らしを支える都市づくり｣の再掲)

｢県事業｣

･広域営農団地農道整備事業(下越中部2期地区)

･県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(苔実･北成
田地区)

･県営一般農道整備事業(大中島地区)

･県営一般農道整備事業(見透川地区)

･県単ふるさと農道緊急整備事業(長者舘地区)

･県営湛水防除事業(落堀川地区)

4 歴史･文化の保存･継承と豊かなこころを育ぢ都市づくり

(1)基本方針

ゆとりの中で特色ある教育を展開し､基礎的･基本的な内容を確実に身に付

けさせるとともに､こころ豊かで活力ある子どもの育成を目標に教育環境の整

備･充実に努めていきます｡

また､新市各所に点在する歴史的に員重な史跡文化財を保全し､ネットワー

ク化を図るとともに､この豊富な歴史･文化遺産を次代に継承し､新市の住民

のこころの豊かさを育み､住民が郷土を愛し､誇りが持てるまちづくりをめざ

します｡
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(2)施策の方針

○ 教育環境の整備

児童･生徒が学ぶ学校の教育機能の向上をめざし､こころ安らぐ魅力的な教

育環境を提供するため､施設･設備の整備を年次的に実施します｡施設の老朽

化等に応じ､校舎等の改築を行います｡

また､学校施設を地域形成の場や､市民の学習意欲に応えるための生涯学習

施設として効果的に活用するとともに､市民参加による充実した教育を推進し､

地域に開かれた学校をめざします｡

○ 地域特性を活かした食景教育の推進

老朽化あるいは手狭となった各学校の給食調理場を整理統合し､新たに設備

の充実した調理場を整備することで､学校給食の合理化を図るとともに､地場

産品を給食に取り入れ､児童･生徒に安全で安心のできる食材を提供し､地域

特性を措かした食農教育を推進します｡

◎ こころの教育の推進

価値観が多様化し､人とのふれあいや交流が少なく､自然に接する機会も少

なくなっている青少年を取り巻く教育環境の中で､青少年が自然やスポーツな

どを通じて､お互いにふれあいながら共に学び､交流を深めることのできる拠

点施設を整備し､連携や交流を促進することで､青少年のこころの教育を推進

します｡

○ 歴史･文化のネットワークの整備

新発田城や足軽長屋や金山城館遺跡など市内各地に点在する歴史的に貴重な

遺産や地域文化財を整備･保存するとともに､各史跡のネットワークを強化･

整備し､新市の住民が歴史に触れ､学ぶ機会を提供します｡

(3)具体的施策

施 策 名 事 業 の 概 要

歴史･文化の保存･継

承と豊かなこころを育

む都市づくり

･七葉小学校整備事業

･加治川地区統合/ト学校整備事業

･紫雲寺中学校整備事業

･共同調理場再編整備事業

･青少年研修施設整備事業

l･国史跡
奥山荘城館遺跡 金山城館遺跡整備事業
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5 人々が安㊥レて写らせる市民碍祉の郡市プくり

(1)基本方針

少子高齢化が進行する中で､保健､医療､福祉に対する新市の役割の重要性

が高まっています｡保健･医療･福祉の一体的な施策を展開し､誰もが健康で

いきいきと暮らせるまちづくりを推進します｡

また､防犯や交通安全､そして防災･医療体制の充実を図ることにより､住民

の生命･財産を守り､誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを推進します｡

(2)施策の方針

○ 保健･医療･福祉の推進

住民の健康づくりの総合的な支援体制を構築するため､保健センターを整備

し､健診の促進や健康づくりの啓発を行い､さらに地域の医療機関などとも連

携を強めることにより､住民の健康水準の向上をめざします｡

県立新発出病院は､高度な医療機能を有する県北地域の広域基幹病院であり､

JR新発田駅前地区への移転改築に併せて､救命救急センターが整備されるな

ど医療体制がさらに充実されます｡県立病院への通院や緊急･災害時の通行を

確保するため､国道7号や主要幹線道路から市街地を通過し､病院ヘアクセス

する道路の整備を進めます｡

◎ 安心して子育てのできる環境整備の促進

子育てに対する負担感を軽減し､より質の高いサービスを提供するため､幼

保一体化保育園などの整備を進め､子育ての支援体制の整備の充実を図ります｡

また､障害児と健常児の交流を促進し､ノーマライゼーションを基本とした

社会の形成をめざします｡

農村部の保育園やへき地保育所は､入園予測や地域の実情に基づき､施設の

充実と配置の見直しを図り､効率的な施設利用と統廃合などによる計画的な整

備を推進します｡

◎ 交通安全の推進

交通事故を防止し､住民の安全な交通を確保するため､道路の歩車道の分離､

ガードレールの設置､標識の効果的な設置､危険箇所のカーブミラーの設置な

ど交通安全施設の整備を順次進めていきます｡

また､関係機関との連携を強化し､新市が一体となった防犯･交通安全体制

の整備充実を図ります｡
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(3)具体的施策

施 策 名 事 業 の 概 要

人々が安心して暮らせ

る市民福祉の都市づく

り

･保健センター整備事業

･加治･中倉地区統合保育園整備事業

･西国保育園･ひまわり学園移転整備事業

･交通安全施設整備事業

(2｢安全でl央適な暮らしを支える都市づくり｣の再掲)

･街路事業 西新発田五十公野緑(緑町工区)

･道路事業 西新発田五十公野線(東豊工区)

･街路事業 島潟荒町線(東新工区)

｢県事業｣

･街路事業 本町中田町線(新井田工区)(大手町~｢区)

･歩道整備事業(主要地方道新発田紫雲寺線)

6_其軌と連携を深吟尋都市づくり

(1)基本方針

地域住民自らが考え､活き活きと自立した地域社会を形成するため､住民一

人ひとりの学習活動を支援し､生涯学習施設などを中心とした環境整備に努め､

学習機会の拡充と情報提供を積極的に行います｡

また､住民の自主的なコミュニティ活動を積極的に支援するなど､住民と行

政との共創によるまちづくりを推進します｡

(2)施策の方針

○ 住民と行政の共創の推進

住民の個性形成とゆとり時間の善用や､生涯にわたっての学習活動を支援す

るため､地区公民館を改築整備し効率的な活用を図るとともに､関連施設の連

携･ネットワーク化を推進し､高度で多様化する学習需要に対応した環境づく

りを進めます｡

また､温かい人間関係をもったコミュニティの形成を図るため､その推進役

となるリーダーの育成や活動の拠点となる施設の整備充実を図り､有効かつ効

率的な運営･管理に努めます｡
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(3)具体的施策

施 策 名 事 業 の 概 要

共創と連携を深める都 ･地域交流施設整備事業
市づくり

･加治川地区公民館改築事業

7 計寧推進のために

(1)基本方針

新市建設計画の効果を最大限導くため､住民を主体として､国､県及び関係

機関等との緊密な連携と協力体制の確立に努めます｡

新発田市のまちづくり計画については､平成13年度から実施(基本構想二平

成27年度まで､前期基本計画:平成17年度まで)されていますが､新市として

一体感を育みながらまちづくりを進めるために､新市建設計画を踏まえた計画

の見直しを図ります｡

また､地方分権や行政改革の必要性が高まる中､住民からの提言を尊重し時

代の変化に対応した効率的､機能的な行政運営をめざして､事務事業や組織機

構の見直しを図ります｡さらに､職員の定員管理や資質の向上のため研修等の

充実に努めます｡

(2)施策の方針

○ 行政運営の効率化

組織機構の見直しに当たっては､既存の組織･機構について従来のあり方に

とらわれることなく､実質的に住民の福祉の向上につながる事業を､円滑に遂

行できる簡素で効率的な組織機構とします｡

職員の定員管理に当たっては､新規の行政需要に対しても職員の配置転換等

によって対応し､定員管理の適正化を図ります｡

また､行政のネットワーク化と統一的な業務を推進するため､窓口業務等の

オンライン化を強化し､事務改善やOA化の推進に努めるとともに､職員研修

体系の充実･強化を図ります｡

○ 財政運営の効率化

歳入においては､財源の確保に努めます｡また､歳出においては､事務事業

の見直しを積極的に進め経費の節減､合理化を図ります｡投鄭t勺事業について

は､事業実施前に事業コストと事業成果を把握し､その優先度･緊急度により実

施時期等を決定し､支出の効果が最大となるように効率的な財政運営に努めます｡
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(3)具体的施策

施 策 名 事 業 の 概 要

効率的･効果的な計画

推進

･ホームページ改訂事業

･固定資産現況調査事業

･行政評価システム構築事業

(2｢安全で快適な暮らしを支える都市づくり｣の再掲)

･情報化推進事業

28



1.県事業の推進

合併後の地域のr一体感を高めるため､新市の建設計画に掲げられた県事業の

重点的な整備促進を要望していくとともに､新市が県北の中核都市としての役

割を果たすための事業推進に向けて関係機関と協議を行っていきます｡

2 新市における県事業(再掲)

施 策 名 事 業 の 概 要

山から晦までの豊かな

自然環境を守る都市づ

くり

･県営地域用水環境整備事業(加治川2期地区)(阿房堀地区)

∵長堤十里加治川の桜みち整備事業

安全で快適丈

･紫雲寺記念公園整備事業

･街路事業 本町中田町緑(新井田工区)(大手町工区)

･歩道整備事業(主要地方道新発田紫雲寺線)

･道路整備事業(主要地方道新潟新発田村上線)

･道路整備事業(県道次第浜新発田線)

･道路整備事業(県道紫雲寺菅谷線)

･広域営農団地農道整備事業(下越中部2期地区)

･県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(苔実･北成
支える都市づくり 田地区)

t県営一般農道整備事業(大中島地区)

･県営一般農道整備事業(見透川地区)

･県単ふるさと農道緊急整備事業(長者館地区)

･県営湛水防除事業(落堀川地区)

･見透川河川改修事業

･貝屋川(金山川)河川改修事業

･金山川河川改修事業

多様な地域資源を活か

した活力ある都市づく

り

･経営体育成基盤整備事業(坂井川右岸地区)(紫雲寺地区)

(紫雲寺2期地区)(浅潟晴潟地区)(復興地区)(中川地区)

(加治川地区)(金塚地区)

･かんがい排水事業(胎内川沿岸地区)
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公共的施設の適正配置と整備については､住民生活に急激な変化を及ぼさな

いよう十分配慮し､地域の特殊性やバランス､さらには財政事情等を配慮しな

がら､逐次検討･整備を進めていくことを基本とします｡

なお､旧役場庁舎等については､住民窓口サービスの低下を招かないよう十

分配慮し､電算処理システムのネットワーク化､庁舎改修等により､必要な機

能の整備を図ります｡

学校､幼稚園､保育園等については､将来人口や地域特性を考慮して今後の

あり方を検討します｡
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区 分 H17 H18 H19 H20■ H21 H22 H23

地 方 税 10,510 10,330 10,399 10,487 10,258 10,395 10,539

地 方 譲 与 税 645 645 645 645 645 645 645

各 種 交 付 金 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668

地 方 交 付 税 9,013 9,182 9,279
9,413!

9,912 10,235 10,508

分担金及び負担金 189 186 186 187 186 186 186

使用料及び手数料 991 987 984 984 984 984 984

国 庫 支 出 金 3,㌫∋7 3,504 4,001 3,730 3,275 3,444 3,234

落Ⅷ 支 出 金 1,777 1,816 1,740 1,745 1,777 Ll,584 1,573

財 産 収 入 74 74 74 74 74 74 74

繰 入 金 462 414 434 394 397
些 -41.7

418

~高 収 入 3,072 3,558 3,853 1,541 1,625 1,634 1,671

地 方 債 9,852 10,363 9,127 9,026 6,380 5,268 4,771

(うち合併特例債(力) (3,880) (3,169) (1,294) (1.134) (818)
】(444) .(124)

(うち合併特例債②) (1,247) (2,693) (3,763) (3,360) (1,663) (721) (291)

歳 入 合 計 41,790 42,727 42.390 39,894
.37,181

36,534 36,271

※うち合併特例憤①…新発田･豊浦の合併に係る合併特例債

うち合併特例債②･‥新発田･紫雲寺･加治川の合併に係る合併特例債

歳 出

区 分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

人 件 費 7,352 7,343 7,394 7,423 7,509 7,023 6,805

扶 助
.費

2,763 2,762 2,766 2,767 2,767 2,767 2,767

公 債 費 4,221 4,319 4,719 5,187 5,819 6,096 6,511

~所 件 費 5,016 5,001 4,680 4,529 4,525 4,527
～

4,527

維 持 補 修 費 641 641 641 641
n

641 641 641

補 助 費 等 4,660 4,628 4,618 4,608 4,608 4,608 4,608

繰 出 金 乙868 2.983 3.064 3,180 3,260 3､321 3,351

積 立 金 101 524 101 101 101 101 101

投 資 及 び 出 資 金 83 83 83 83 83 83 83

貸 付 金 2,790 3,224 3.408 1,167 1,167 1,167 1,167

普 通 建 設 事 業 費 弓11,295
11,219 10,916 10,208 6,701 6,200 5､710

(うち合併特例事業(む) (5,946) (4,851) (1.835) (1,483) (955)
.(622)

(239)

(うち合併特例事業②) (1,409) (3,751) (5,550) (生512)

39,894

(2,307) (1.111) (457)

歳 出 合 計 41,790 42,727 42,390 37,181 36,534 36,271

※うち合併特例事業①…新発田･豊浦の合併に係る合併特例事業

うち合併特例事業②…新発田･紫雲寺･加治川の合併に係る合併特例事業
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単位:百万円

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 合計

10,310 10,451 10,599 10,365 10,509 10,661 10,422 10,570 10,625 167,430

645 645 645 645 645 645 645 645 645 10,320

1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 1,668 26,688

10,971 11,019･
【10･885

10,891 10,613 10,145 9,964 9,805 9,616 161,451

187 186 186 186 187 186 186 186 186 2,982

984 984 984 984 984 984 984 984 984 15,754

3,005 2,974 喜2β19 2,910 2､818 2,788 2,886 2,838 2,863 50,726

1,453 1､475 1,484 1,477 1,522 1,470 1,470 1,495 1,475 25,333

74 74 74 74 74 74 74 74 74 1,184

719 618 419 518 519 418 718 718 818 8,401

1,633 1,631 1,632 1,631 1,621 1,627 1,627 1,627 1,627 31,610

4,912 4,742 4,582 4,561 4,396 4,300 4,314 4,332 4,353 95,279

(38) (24)
E

O 0 0 0 0 0 】 0 (10,925)

(256) (168) 1(159) 0 0 0 0 0 0 (14,321)

36,561 36.467 36､077 35,910 35,556 34,966 34,958 34,942 34,934 597,158

単位:百万円

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 合計

7,256 6.924 6,172 6,431 6,123 5,860 5,817 5,808 5,808 107,048

2,767 2,768 2,768 2,768 2,768 2,768 2,768 2,768 2,768 44,270

6,889 7,112 7,318 6,930 6,828 6,428 6,449 6,447 6,443 97,716

4,528 4,527 4,526 4,534 4,539 4,535 4,539 4,546 4,546 73,625

641 641 641 641 641 641 641 641 641 10,256

4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 73,810

3,428 3,505 3,633 3,760 3,875 3,992 4,014 4,034 4,036 56,304

101 101 101 101 101 102 101 101 101 2.040

83 83 83 83 83 83 83 83 83 1,328

1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1.167 1,167 1,167 1,167 24,593

5,093 5,031 5,060 4,887 4,823 4,782 4,771 4,739 4,733 106､168

(101) (47) 0 0 0 0 0 0 0 (16,079)

(335) (177) (167) 0 0 0 0 0 0 (19,876)

36,561 36,467 36,077 35,910 35,556 34,966 34,958 34,942 34,934 597,158
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1 人 口

(1)総人口と世帯

新市の人口は､少子･高齢化社会の到来により､短期的に

は増加するものの､中･長期的には減少に転じるものと予測

されます｡

しかし､良好な居住空間の創造や道路交通網の整備などの

都市基盤整備･生活基盤の整備､新たな住宅地の供給､地域

特性を活かした教育環境整備､産業支援による雇用機会の創

出など､さまざまな政策の展開により､平成27年には約

101,800人余りとなることが想定されます｡

新市の世帯数は､核家族化や一人暮らし高齢者世帯が増加

し､平成27年においては平成12年よりも4,000世帯余り増加

することが想定されます｡

総人口､世帯数､1世帯当たりの人員の推計
(人)(世帯)
120.000

100,00□

80,000

60.DOO

40.000

20,000

0

(人/世帯)

H7 H12 H17 H22 H27

□総人口 [∃世帯数
｢▲｢-1世帯当たりの人員

※ 平成17年は､国勢調査､住民基本台帳､(財)統計情報研究開発

センターの推計を参考とした市総合計画の推計値等を基にした数値

※ 平成22年以降は､平成17年の推計値を基本に､平成7年及び平

成12年の国勢調査人口を基にコーホート変化率法で推計した数値
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将来推計人口は､平

成17年は各市田J村の

総合計画登載の推計

値を合算して算出し

(豊浦町分を除く)､

平成22年以降は平成

17年数値にコーホー

ト変化率法で算出し

た人口の増減率を平

成17年推計人口及び

平成22年推計人口に

それぞれ乗じて算出

した｡



参 考:

平成7年及び平成12年国勢調査人口を碁にコーホート変化率

法で推計した場合 (人､%)

平成7年平成12年伸率 平成17年 伸率 平成22年 伸率 平成27年伸率

新 市 106,563 106,016 99.5 104,501 98.6 102,118 97.7 98,937 96.9

※ 平成7年及び平成12年の国勢調査人口を基にコーホート変化率

法で推計すると上表のとおり､平成27年には98,900人余りとな

ると予測される｡

(2)年齢別人口

新市の年齢別人口は､高齢化率が増加傾向にあり､逆に年

少人∩は減少する傾向にあります｡生産年齢人口も少しずつ

減少していくことが予想されます｡

平成27年には年少人口が13.1%､生産年齢人口が60.8%

に対し､老年人目は26.1%に上るものと想定されます｡

年蔀区分別人口の推移

H27

H22

H17

Hほ

H7

0 20 40 60 80 100%

□年少人口(0～14歳)□生産年齢人口(15～64歳)ヨ老年人口(65歳～)

※ 平成17年は､国勢調査､住民基本台帳､(榔統計情報研究センタ

ーの推計を参考とした市総合計画等登載の推計値

※ 平成22年以降は､平成17年の推計値を基本に､平成7年及び

12年の国勢調査人口を基にコーホート変化率法で推計した数値

コーホート変化率法推計値に稔合計画推計値を勘案した場合
(人､%)

区 分 平成7年平成12年 伸率 平成17年 伸率 平成22年 伸率 平成27年伸率

0～14歳 18,225 16,269 89.3 15,316 94.1 !14172 92.5 13,360 94.3

15～64歳 68､811 66,990
‖

97.4 67.809 101.2 66.111 97.5 61.913 93.7

65歳以上 19､527 22,757 116.5 24,493 107.6 24,880 101.6 26,611 107.0

合 計 106.56ご∃ 106,016 99.5 107,618 101,5 105,163 97.7 101,884 96.9
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年齢別人口推計は､

平成17年は基本的に

総合計画の数値を合

算し算出し､平成22

年以降はコーホート

変化率法で算出した

年齢別人口の増減率

を乗じて算出した｡



参 考:

平成7年及び平成12年国勢調査人口を碁にコーホート変化率
法で推計した場合 (人､%)

区 分 平成7年平成ほ年 伸宰 平成17年伸率 平成22年伸率 平成27年伸率

0～14歳 18,225 16,269 89.3 14,631 89.9 13,539 92.5 12,764 94.3

15～64歳 68,811 66,990 97.4 65,415 97.6 63.736 97.4 59,601 93.5

65歳以上 19,527 22,757 116.5 24,455 107.5 24,843 101.6 26,572 107.0

合 計 106,563 106,016 99.5 104,501 98.6 102.118 97.7 98,937 96.9

世帯数の推計 (世帯､鋸

平成7年平成12年伸率 平成17年伸率 平成22年伸率 平成27年 伸率

新 市 30,274 :∃1,925 105.5 34,445 107.9 35,359 102.7 35,964 101.7

※ 総人口を世帯当たり人員数推計で除して算出

世帯当たり人員の推計 (人､%)

昭和55年昭和60年平成2年平成7年平成12年平成17年平成22年平成27年平均伸幸

新発田市 3.81_ 3.70 3.55 3.31 3.13 2.98 2.83 2.69 95.2

豊浦町 4,40 4.23 4.07 3.85 弓3･623.44 3.27 3.11 95.2

紫雲寺町 ∃4･45 4.40 4.35 巨i･204.03 3.93 3.83 3.73 97.6

加治川村 ･4.76
4.72 4.61 4.39 4.13 3.98 3.84 3.70 96.5

合 計 3.98 3.90 3.76
u

3･51∃3･32 3.12 2.97 2.83 95.6

※ 昭和55年から平成12年までの国勢調査数値の平均伸率で算出

(3)就業人口

新市の産業別人口は､近年の産業構造の変革により､第1

次産業が減少し､第2次産業及び第3次産業に比重が移って

いくものと考えられます｡

少子高齢化の影響により､生産年齢人口が減少し､全体の

就業人口も次第に減少するものと想定されます｡

(人)
6D.000

50,000

40.000

30,000

20.000

10.DOO

O

就業別人口の推計

H7 H12 H17 H22 H27

□第一次産業 □第二次産業 田第≡次産業

※ 昭和50年から平成12年までの国勢調査数値の平均伸率で算出
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就業推計人口は過去

25年間の国勢調査数

値の平均増減率を平

成12年国勢調査数値

に乗じて算出した｡



2 ±地利用等

(1)土地利用

新市の行政区域面積は532.82kdで､区域の一部は新潟都市

計画区域に指定されています｡市街化区域は1,476.2ha､市

街化調整区域は9,192.8haです｡

今後の土地利用においては､自然的､社会的,経済的及び

文化的な諸条件に十分配慮し､都市的土地利用と農業的土地

利用､自然的土地利用の調和を図りながら､長期的展望に基

づき適正かつ合理的な土地利用に努めるものとします｡これ

らの方針を実現するため､都市計画法及び土地利用関係法の

適切な運用により､適正な土地利用の確保を図ります｡

新市の土地利用は､市街地規模及び現況土地利用をふまえ

つつ､将来市街地の発展方向と拡大規模を考慮した中で､円

滑な都市活動(社会､経軌 生活など)の実現と良好な都市

環境の形成をめざして､6つの土地利用ゾーンにおいて基本

的な考え方を示します｡今後は､各ゾーンの果たす役割と機

能のバランスを考慮した土地利用の形成と誘導に努めます｡

市街地の範囲は､国道7号及びJR白新線に囲まれた範囲内

を基本とします?また､中長期的な市街化の方向としては､

佐々木､五十公野方面及び西新発田駅南､荒町､稲荷同方面

が考えられますが､立地条件や都市基盤整備の優先度などを

勘案して､既に宅地化や駅周辺整備､幹線道路､下水道整備

事業が進行している区域の計画的な市街地整備を進めます｡

○ 都市中核ゾーン

新発田駅から市庁舎周辺までの地域は､新市の都市機能

がもっとも集積した地域です｡

今後も､新市及び周辺町村の中心地として果たすべき役

割は大きく､高度かつ多様な土地利用への誘導が求められ

ます｡

本地域は､より高度な都市機能(商業･業務･文化､行政

機能など)が備わった都市中核ゾーンとして位置づけます｡

○ 歴史的居住ゾーン

新発田城や社寺群などの歴史文化資源や市街地内の河

川･水路網などの歴史･文化的な要素が数多く存在してい
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関連計画

･各市町村総合計画

･市農村マスタープ

ラン

･市都市マスタープ

ラン

･町都市マスタープ

ラン

･市中心市街地活性

化基本計画

市郡市マスタープラ

ン10頁～12頁

市都市マスタープラ

ン登載の都市構造に

紫雲寺地域､加治川

地域､豊浦地域を迫

力ロする形で考察を試

みた｡

新発田地域の土地利

用ゾーンについては､

市都市マスタープラ

ン10～13頁から抜



るほか､建物の意匠や街並みも旧城下町の雰囲気を色濃く

残している地域です｡また､加治jl卜五十公野山などの自

然資源は､新市の個性と特色を活かしたまちづくりに向け､

歴史的及び自然的資源の保全を図るとともに､これと調和

した美しい街並みの形成が求められています｡

これらの地域は､歴史的街並みに調和した都市基盤整備

や景観･修景整備などにより居住環境の個性や魅力を向上

しながら､｢城下町しばた｣の雰囲気を残しつつ､自然環境

に恵まれた住宅地を形成する歴史的居住ゾーンとして位置

づけます｡

◎ 緑住ゾーン

旧市街地(都市中核･歴史的居住ゾーン)の周辺部にあ

たる地域は､現在の都市形成過程のなかで比較的新しく形

成された市街地です｡これらは､主として区画整理などに

よる面的かつ計画的な基盤整備により宅地供給や公共施設

整備が行われている地域です｡

本地域は､周辺町村を含めた宅地供給の場として､今後

も新たな住宅供給の受け皿的な役割を担うところが大きく､

今後も市街地規模の拡大に応じた住宅地などの供給促進が

求められています｡

また旧市街地の周辺部のほかにも藤塚浜地区や金塚地区

は､新たな宅地開発が進められ､市街地における居住機能

の補完的な役割を担う地区として期待されています｡

本地域は､生活の中に緑やうるおいを享受できる､利便

性と快適性及び安全性を備えた良好な居住環境の形成をめ

ざす緑住ゾーンとして位置づけます｡

○ 産業創造ゾーン

佐々木地区(西部工業団地)や新栄町周辺及び南外郭地

区､荒町地区工業団地､藤塚浜工業団地､金塚工業団地な

どでは､今後その立地特性を生かした土地利用の高度化と

多様化をめざした産業創造ゾーンとして位置づけます｡

◎ 健康レクリエーションゾーン

自然景観と資源に恵まれた五十公野公園や滝谷森林公

園､赤谷線サイクリングロード､真木山中央公園､月岡カ
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粋した｡また紫雲寺

地域については､町

都市マスタープラン

を参考とし､また加

治川地域については

村畠村振興基本計画
を参考として新発田

地域の6ゾーンに当て

はめた｡

但し､紫雲寺地域､

加治川地域､豊浦地

域を含めると､6区分

に当てはめ難い地区

があり､観光ゾーン

や居住ゾーンとして

示した｡



リオンパー久紫雲寺記念公園､藤塚浜､大峰山､大天城

公園周辺は､広域的なスポーツレクリエーションの場とし

て利用されています｡

本地域は､今後さらに藤塚浜地区の海洋性レクリエーシ

ョンゾーン､温泉､五十公野総合スポーツゾーン､ゴルフ

場などを活用した健康づくりの拠点としての機能拡充を図

り､快適性を享受できる生活空間の形成をめざす健康レク

リエーションゾーンとして位置づけます｡

◎ 農業振興ゾーン

市街化調整区域の主な土地利閥は､新市の主要産業の1

つである農業生産の場です｡食料供給産業の基盤として､

農地の集団化による農業生産基盤の整備や収益性の高い農

業の確立を求められる中で､これらの機能の永続的な維持

管理に努めた農業振興ゾーンとして位置づけます｡

本地域においては､引き続き優良農地などの農業生産基

盤の保全と高度利用化を推進していくとともに､点在する

集落の生活環境整備に努めます｡
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